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明
代
庶
吉
士
制
度
の
成
立
と
そ
の
背
景

|
|
永
楽
二
年
科
庶
吉
士
を
中
心
と
し
て
|
|

は
じ
め
に

勝
庶
古
口
士
制
度
と
は
、
明
代
に
始
ま
る
一
種
の
人
材
育
成
制
度
で
あ

偏
る
。
洪
武
年
間
よ
り
明
代
科
挙
で
は
進
士
の
う
ち
、
上
位
三
名
す
な

景
わ
ち
第
一
甲
に
つ
い
て
は
修
撰
・
編
修
と
い
っ
た
翰
林
院
の
官
を
授

岬
け
、
そ
れ
以
下
の
第
二
甲
・
一
一
一
甲
に
属
す
る
進
士
に
対
し
て
は
選
抜

げ
を
行
い
、
結
果
選
ば
れ
た
者
に
対
し
て
任
宮
前
に
一
定
の
教
習
期
間

立
を
設
げ
る
、
と
い
う
制
度
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
教
習
は
読
書
や

例
文
章
の
作
成
と
い
っ
た
内
容
を
具
備
し
て
お
り
、
こ
の
教
習
を
受
け

細
る
乙
と
に
な
っ
た
者
た
ち
を
、
『
書
経
」
に
見
え
る
「
庶
常
吉
士
」
な

一
一
る
語
に
因
ん
で
庶
吉
士
と
号
し
た
の
で
あ
お
。
永
楽
二
年
、
靖
難
の

涼
役
後
初
の
科
挙
が
行
わ
れ
、
殿
試
の
後
多
数
の
庶
吉
士
が
選
抜
さ
れ

明
た
。
そ
し
て
、
翌
年
正
月
に
至
り
、
第
一
甲
及
第
者
と
再
度
の
選
抜

3

を
蒙
っ
た
翰
林
院
庶
吉
土
、
あ
わ
せ
て
二
十
九
人
が
文
淵
閣
に
進
み

6

教
習
を
受
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
永
楽
三
年
か
ら
始
ま
る
文
淵

品

橋

亨

閣
で
の
進
学
こ
そ
が
、
以
後
の
庶
吉
土
教
習
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
後
、
庶
吉
土
選
抜
は
必
ず
し
も
毎
科
行
わ
れ
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
が
、
明
末
に
至
る
ま
で
行
わ
れ
、
や
が
て
清
朝
に
受

け
継
が
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
明
代
に
つ
い
て
言
え
ば
、
当
該
制
度
の
も
と
で
教
習

を
経
験
し
た
人
聞
が
内
閣
へ
の
参
入
を
果
た
す
ケ

l
ス
が
、
成
化
以

降
格
段
に
多
く
な
っ
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
従
来
の
研
究
で
は
内
閣

制
を
前
提
と
し
た
上
で
、
庶
吉
土
制
を
高
官
養
成
コ

l
ス
と
見
な
す

理
解
に
沿
っ
て
、
考
察
が
為
さ
れ
て
き
た
。
庶
吉
士
制
に
つ
い
て
の

研
究
成
果
と
し
て
、
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
天
子
の
腹
心
養
成
と

い
う
観
点
か
ら
該
制
度
を
考
察
し
た
山
本
隆
義
氏
の
業
績
で
あ
ろ

目
。
ま
た
、
庶
吉
士
の
任
官
経
路
に
つ
い
て
は
、
阪
倉
篤
秀
氏
が
詳

細
な
研
究
を
行
い
、
明
代
前
期
に
関
し
て
は
、
庶
吉
士
制
が
翰
林
官

養
成
制
度
と
し
て
機
能
し
て
い
た
実
態
を
証
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

氏
は
庶
吉
士
が
受
け
た
教
習
は
、
「
ひ
た
す
ら
国
家
将
来
の
大
計
を
論



ー
ず
る
素
養
を
身
に
つ
け
る
」
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
位
置
づ

r同

V

A

S

-

け
る
。
た
だ
、
一
方
で
は
こ
の
庶
吉
士
教
習
導
入
の
影
響
と
し
て
、
政

治
能
力
に
秀
で
た
人
材
育
成
の
阻
害
さ
れ
る
事
態
が
も
た
ち
さ
れ

た
、
と
い
う
評
価
も
行
わ
れ
て
い
る
。

明
一
代
を
通
覧
す
れ
ば
、
結
果
的
に
庶
吉
士
制
は
閤
臣
へ
至
る
階

梯
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
見
な
さ
れ
る
た
め
、

明
朝
が
如
何
に
し
て
高
官
た
る
べ
き
人
材
を
確
保
し
て
い
っ
た
の

か
、
と
い
う
政
治
制
度
史
研
究
の
上
で
該
制
度
に
対
す
る
考
究
が
重

要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

も
そ
も
如
何
な
る
人
材
の
育
成
を
は
か
る
た
め
に
、
上
述
の
よ
う
な

教
習
が
庶
吉
土
に
課
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
未
だ
踏

み
込
ん
だ
考
察
は
為
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
庶
吉
士
制
の
位

置
付
け
自
体
、
現
状
で
は
エ
リ
ー
ト
官
僚
養
成
コ

1
ス
と
い
っ
た
漠

然
と
し
た
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

乙
の
庶
吉
士
制
度
運
営
の
実
態
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
そ
の

制
度
確
立
の
縁
由
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ

る
ま
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
庶
吉
士
制
に
教
習
が
導
入
さ
れ
る
契

機
と
な
っ
た
永
楽
三
年
か
ら
始
ま
る
文
淵
閲
で
の
進
学
に
焦
点
を
あ

て
、
明
朝
が
当
初
庶
吉
士
教
習
の
も
と
で
育
成
し
よ
う
と
し
て
い
た

人
材
の
実
相
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
そ
の
上
で
、
庶
吉
土
教
習
の

導
入
は
単
に
教
養
の
酒
養
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を

証
し
、
か
か
る
教
習
の
開
始
を
如
何
に
位
置
付
け
る
べ
き
な
の
か
、
検

討
し
て
い
く
。

永
楽
ニ
年
科
挙
と
庶
吉
土
選
抜

進
土
か
ら
庶
吉
土
へ
の
選
抜
自
体
は
洪
武
年
聞
か
ら
行
わ
れ
て
い

た
が
、
該
時
期
の
実
態
を
伝
え
る
史
料
は
乏
し
く
、
そ
の
様
相
は
把

握
し
難
い
。
ま
た
、
選
抜
し
た
人
材
に
「
文
準
」
に
つ
い
て
の
研
績

を
積
ま
せ
る
と
い
う
施
策
の
存
在
自
体
は
、
す
で
に
洪
武
前
半
期
に

確
認
し
得
る
も
の
の
、
そ
れ
は
園
子
生
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
人
材
育
成
策
が
洪
武
年
開
通
じ
て
行
わ
れ
た
と
見
な
す

べ
き
確
証
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
新
進
士
か
ら
選
抜
し
た
人
材
に

対
し
て
任
官
前
に
、
一
定
の
教
習
を
施
す
と
い
う
体
制
が
整
え
ら
れ

た
の
は
、
永
楽
二
年
科
挙
に
と
も
な
う
庶
吉
士
選
抜
か
ら
で
あ
っ
た

と
見
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
本
章
で
は
永
楽
二
年
科
挙
を
取
り

巻
い
て
い
た
時
代
状
況
と
、
文
淵
閲
教
習
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
経

過
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

そ
も
そ
も
、
永
楽
二
年
科
は
永
楽
帝
即
位
後
初
の
科
挙
で
あ
り
、
永

楽
帝
は
人
材
獲
得
の
た
め
そ
の
実
施
を
重
視
し
て
い
た
。
会
試
に
お

い
て
多
数
の
登
第
者
を
出
す
よ
う
、
わ
ざ
わ
ざ
礼
部
に
指
示
し
て
お

り
、
結
果
永
楽
二
年
科
で
は
永
楽
期
最
多
の
四
百
七
十
二
名
が
進
士

と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
永
楽
二
年
科
実
施
に
際
し
て
は
、
戦
禍

に
よ
る
学
校
の
荒
廃
が
危
倶
さ
れ
た
北
京
地
域
の
郷
試
が
一
年
延
期



さ
れ
る
な
ど
、
靖
難
の
役
の
影
響
が
色
濃
く
見
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う

な
戦
後
情
勢
は
、
当
然
の
如
く
鐙
選
面
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
。
永

楽
政
権
は
二
年
科
挙
以
前
よ
り
、
内
外
諸
司
に
推
挙
を
促
す
な
ど
、
政

権
運
営
に
あ
た
っ
て
必
要
な
人
材
の
確
保
を
図
っ
て
お
問
、
建
文
期

に
官
途
に
あ
っ
た
が
劉
棄
さ
れ
て
い
た
者
た
ち
の
復
活
も
行
わ
れ
、

永
楽
二
年
の
会
試
以
前
に
内
外
の
宮
僚
ポ
ス
ト
は
満
た
さ
れ
る
に

至
っ
て
い
た
。
か
か
る
状
況
は
、
新
進
士
の
任
官
の
機
会
を
一
時
狭

め
る
こ
と
に
な
り
、
科
挙
後
即
ち
に
官
途
に
就
き
得
た
者
は
そ
の
一

部
に
留
ま
っ
た
。
「
明
太
宗
寅
録
』
を
観
る
限
り
、
殿
試
直
後
の
三
月

栂
に
第
三
甲
及
第
者
二
十
名
が
行
人
司
行
人
に
任
用
さ
れ
、
同
年
六
月

備
に
同
じ
く
三
甲
及
第
者
よ
り
王
府
官
が
採
用
さ
れ
、
二
甲
・
一
ニ
甲
か

景
ら
七
十
名
が
諸
司
で
の
観
政
に
お
く
ら
れ
た
外
、
こ
の
科
の
進
士
は

岬
還
郷
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
目
。

け
こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
翰
林
院
に
配
属
さ
れ
る
庶
育
士
の
選
抜
が

泣
永
楽
二
年
三
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
経
過
に
つ
い

似
て
は
、
「
図
権
」
に
や
や
詳
し
い
情
報
が
残
さ
れ
て
お
り
、
「
選
翰
林

糊
院
庶
苦
士
・
目
並
習
文
。
・
・
・
並
習
書
。
」
(
永
楽
二
年
三
月
丁
未
条
)
、

社
「
進
士
:
:
:
倶
改
庶
吉
士
修
書
。
」
(
四
月
甲
申
条
)
、
「
諸
司
緋
事
進
士

庶
:
・
倶
能
書
、
選
翰
林
院
庶
吉
士
。
」
(
五
月
辛
丑
条
)
と
い
っ
た
記
載

半
、明

が
見
ら
れ
る
。
省
略
部
分
に
は
選
抜
さ
れ
た
人
物
が
列
記
さ
れ
て
い

る
。
多
く
の
進
土
が
帰
郷
さ
せ
ら
れ
る
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
時
翰
林

日

日

}

{
院
に
入
っ
た
庶
吉
士
た
ち
に
は
、
ひ
と
ま
ず
「
習
文
」
乃
至
「
習
書
」

が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
永
楽
二
年
の
段
階
で
は
如
何
ほ
ど
の
人
間
が
庶
吉
士

と
し
て
選
抜
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
黄
佐
『
翰
林
記
』
は

六
十
人
が
翰
林
院
で
読
書
し
て
い
た
と
伝
え
、
そ
の
後
に
五
十
人
の

姓
名
を
挙
げ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
六
科
で
の
観
政
に
ま
わ
さ
れ

た
庶
吉
士
の
名
も
見
幻
、
『
翰
林
記
』
が
こ
れ
ら
翰
林
院
で
の
教
習
に

お
く
ら
れ
て
い
な
い
庶
育
士
も
区
別
せ
ず
に
員
数
を
提
示
し
て
い
る

可
能
性
は
高
い
。
そ
も
そ
も
、
『
図
権
』
の
各
条
に
見
え
る
翰
林
院
庶

吉
士
だ
け
で
も
、
百
十
一
の
人
名
を
確
認
し
得
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
具
体
的
な
人
数
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の

時
の
庶
吉
士
選
抜
に
つ
い
て
は
、
胡
厨
「
胡
文
穆
公
文
集I

』
巻
十
二

「
贈
進
士
曾
生
還
郷
序
」
に
以
下
の
よ
う
な
一
節
が
見
え
る
。

聖
天
子
登
崇
賢
俊
、
弗
欲
傍
以
吏
事
、
進
士
皆
授
庶
吉
土
、
食

其
様
、
或
令
讃
書
、
或
令
親
政
諸
司
、
弗
署
姓
名
。

こ
れ
は
前
述
の
『
圏
権
』
永
楽
二
年
五
月
辛
丑
条
に
名
が
見
え
る
、
江

西
寧
都
出
身
の
曾
慣
な
る
人
物
に
贈
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
。
読
書
を

課
さ
れ
た
の
は
翰
林
院
庶
吉
士
で
あ
り
、
観
政
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の

は
六
科
な
ど
に
配
属
さ
れ
た
者
た
ち
で
あ
ろ
う
。
興
味
深
い
の
は
、

「
進
士
は
皆
庶
苦
土
を
授
け
ら
れ
た
」
と
い
う
一
節
で
あ
り
、
こ
の
時

庶
吉
士
と
し
て
選
抜
さ
れ
た
進
士
の
数
が
、
全
体
で
は
相
当
多
数
に

の
ぼ
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
事
実
、
諸
史
料
に
当
た
れ
ば
、
『
明

太
宗
寅
録
』
や
『
園
格
』
な
ど
か
ら
は
確
認
し
得
な
い
庶
吉
土
の
存



6

在
も
検
出
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
永
楽
二
年
段
階
で
の
庶
吉
土
選
抜

6

の
対
象
は
か
な
り
広
範
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
し
得
る
の
で
あ
り
、

先
述
し
た
永
楽
極
初
期
の
官
僚
ポ
ス
ト
の
充
填
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、

こ
の
時
点
で
の
庶
吉
士
選
抜
は
、
科
挙
に
よ
っ
て
大
量
に
生
じ
た
任

官
有
資
格
者
へ
の
保
障
と
い
う
側
面
も
有
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
実
際
に
、
こ
の
段
階
で
選
抜
さ
れ
た
庶
吉
士
た
ち
の
中
に
は
、
任

官
ま
で
の
問
帰
郷
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
、
結
局
は
殿
試
直
後
に
多
く

の
進
土
が
蒙
っ
た
こ
と
と
、
同
様
の
処
遇
を
受
け
た
者
も
あ
っ
問
。

以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
永
楽
二
年
内
に
は
大
量
の
庶
吉
土

が
選
抜
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
中
か
ら
さ
ら
に
資
質
鋭
敏
な
る
者
を

選
出
し
、
文
淵
閣
に
お
い
て
進
学
さ
せ
る
よ
う
、
翰
林
院
学
士
解
緒

ら
に
指
示
が
下
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
科
挙
の
翌
年
、
永
楽
三
年
正
月

に
至
っ
て
第
一
甲
及
第
者
三
名
と
庶
吉
土
二
十
五
名
ー
ー
ー
周
悦
を

【
如
)

加
え
る
と
二
十
六
各
1
l
l
が
選
ば
れ
、
文
淵
閣
で
の
教
習
が
始
め
ら

れ
る
。
そ
の
時
彼
等
に
向
け
ら
れ
た
永
楽
帝
の
訓
辞
に
は
、
「
文
淵
閥
、

古
今
載
積
所
翠
」
(
『
明
太
宗
寅
録
』
巻
三
十
八
永
楽
三
年
正
月
壬

子
条
)
と
見
え
、
二
十
九
人
が
研
鈴
に
励
む
こ
と
に
な
っ
た
文
淵
閣

と
は
、
宮
廷
図
書
館
と
も
言
う
べ
き
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

庶
吉
士
た
ち
は
そ
こ
で
、
紙
筆
か
ら
第
宅
に
至
る
ま
で
を
支
給
さ
れ

る
と
い
う
物
質
的
援
助
の
も
と
、
教
習
に
励
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

の
文
淵
閣
で
行
わ
れ
た
教
習
が
、
後
の
庶
吉
土
制
運
営
の
モ
デ
ル
と

な
り
、
「
永
融
市
故
事
」
な
ど
と
称
さ
れ
、
後
世
に
継
承
さ
れ
て
い
く
こ

A

引
)

と
に
な
る
。
な
お
、
文
淵
閤
教
習
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
者
た
ち

の
出
身
地
を
左
表
に
示
す
が
、
そ
ご
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
二
十

九
人
の
半
数
以
上
が
江
西
の
人
間
で
あ
り
、
そ
の
中
の
十
三
名
は
苦

安
府
下
の
出
身
で
あ
っ
問
。

さ
て
、
先
述
し
た
よ
う
に
永
楽
二
年
時
の
選
抜
に
か
な
り
多
数
の

進
士
が
与
か
っ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
選
抜
対
象
者
が
二
十

八
人
に
し
ぽ
ら
れ
た
こ
の
文
淵
閣
で
の
進
学
が
、
よ
り
特
殊
な
人
材

の
育
成
・
確
保
と
い
う
企
図
を
包
含
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
了

解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
帝
の
「
矯

皐
必
造
道
徳
之
微
、
必
具
他
用
之
全
。
局
文
必
井
騒
班
馬
韓
欧
之
問
。

如
此
立
心
日
進
不
巳
、
未
有
不
成
者
。
古
人
文
型
之
至
、
出
且
皆
天
成
、

亦
積
功
所
至
也
。
汝
等
勉
之
。
朕
不
任
爾
以
事
。
」
(
「
明
太
宗
貫
録
』

永
楽
三
年
正
月
壬
子
条
)
と
い
う
訓
諭
で
あ
る
。
教
習
の
開
始
に
際

し
庶
吉
士
た
ち
に
対
し
て
、
班
回
・
司
馬
遷
・
韓
愈
・
欧
陽
修
の
如

き
「
文
筆
」
を
身
に
付
け
る
べ
き
こ
と
が
諭
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
章
以
下
で
は
、
こ
の
文
学
と
は
具
体
的
に
は
知
何
な
る
資
質
を
指

す
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
考
察
を
行
う
。
そ
の
上
で
、
こ
の
教
習
の

も
と
で
養
成
さ
れ
た
人
材
の
実
相
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
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名前 出身地 順 位

曽襲 江西(育安府)永盟 一甲ー名

周述 江西(吉安府)育水 一甲二名

周孟簡 江西(吉安府)吉水 一甲三名

楊相 江西(吉安府)泰和 二甲ー名

劉子欽 江西(吉安府)吉水 二甲十二名

彰汝器 江西(苦安府)安福 ニ甲八名

王英 江西(拙州府)金総 二甲四十六名

王直 江西(吉安府)泰和 二甲四名

余鼎 江西(南康府)星子 二甲五十九名

章倣 漸江(紹興府)官稽 三甲三十二名

王訓 江西(育安府)底陵 二甲三名

柴廊敬 湖江(紹興府)飴挑 二甲四十四名

王道 所江(温州府)永嘉 二甲二十六名

熊直 江西(南昌府)盟城 二甲二十五名

陳敬宗 新江(寧波府)慈絡 三甲百六十一名

沈升 新江(杭州府)海寧 二甲三十二名

洪順 福建(稿州府)懐安 二甲七十名

章朴 断江(台州府)寧海 二甲十七名

余串袈 江西(吉安府)泰和 二甲十四名

羅汝敬 江西(吉安府)吉水 二甲三十名

nl.i翰 江西(南康府)星子 二甲二十名

湯流 江西(吉安府)泰和 二甲六十一名

李時勉 江西(吉安府)安福 三甲三十四名

E里民 直隷(常州府)武進 二甲九十名

侃維哲 (23) 福建(泉州府)菅江 三甲三十九名

哀添禄 (24) 湖底(衡州府)衡山 三甲三百三十三名

吾紳 断江(術州府)開化 二甲七名

楊勉 直隷 (11!!天府)江寧 三甲三名

周枕 江西(吉安府)吉水 二甲十名

出身地の確認は『明清題名碑録索引』に依った。また、人
名については、基本的に中央研究院歴史語言研究所刊行

『明太宗買録』永楽三年正月壬子条にしたがう。
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文
淵
閣
教
習
の
様
相

( 

) 

文
章
修
養
な
ら
び
に
書
法
の
習
熟

本
章
に
お
い
て
は
、
文
淵
閣
で
の
読
書
や
作
文
と
い
っ
た
教
習
が
、

具
体
的
に
は
如
何
な
る
人
材
を
確
保
す
る
為
に
行
わ
れ
て
い
た
の

か
、
検
討
を
行
っ
て
い
く
。

以
下
に
引
用
す
る
史
料
は
『
胡
文
穆
公
文
集
』
巻
十
四
「
翰
林
庶

吉
土
王
詞
誤
墓
表
」
、
す
な
わ
ち
永
楽
四
年
九
月
に
卒
し
た
庶
吉
土
王

AE 

訓
の
墓
表
で
あ
る
。

永
柴
元
年
、
領
郷
薦
。
明
年
、
登
進
士
第
、
授
翰
林
庶
吉
士
、
編

纂
子
悶
閣
。
上
揮
二
十
八
人
、
以
熔
経
宿
、
使
悉
讃
四
庫
書
、
博

極
精
奥
、
期
至
於
古
之
人
、
然
後
巳
、
而
詞
謀
在
選
。

こ
こ
で
は
、
彼
が
郷
試
に
合
格
し
二
十
八
人
の
列
に
加
わ
る
ま
で
の

経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
進
学
後
は
「
四
庫
の
書
」
の
読
破
が

課
せ
ら
れ
、
古
人
の
如
き
人
材
へ
と
至
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
読
書
は
具
体
的
に
は
何
を
企
図
し
て
励
行
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
う
か
。

ま
ず
、
四
庫
の
書
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
停
議
讃
天
下
所
未
見
之

艶
」
な
ど
表
現
こ
そ
様
々
で
は
あ
る
も
の
の
、
文
淵
閣
に
進
ん
だ
人

間
に
つ
い
て
著
さ
れ
た
史
料
を
観
れ
ば
、
彼
等
が
大
童
の
典
籍
読
破

を
課
さ
れ
て
い
た
事
実
は
頻
繁
に
見
出
し
得
る
。
明
朝
で
は
洪
武
年

間
よ
り
、
多
数
の
書
籍
が
内
府
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は

{
訂
}

経
・
史
・
子
・
集
の
伝
統
的
な
四
分
類
に
従
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
た
。

庶
吉
士
た
ち
が
読
む
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
か
か
る
秘
蔵
の
書
物
群

に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
教
習
は
、
一
見
す
れ
ば
確
か
に
庶
吉
士
た
ち
に
、
古

典
に
つ
い
て
の
見
識
を
幅
広
く
積
ま
せ
る
た
め
に
課
さ
れ
て
い
た
か

の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
な
る
教
養
の
蓄
積
が
こ
の

教
習
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
。
以
下
は
、
王
直
『
抑
奄
文
後
集
』
巻

三
十
一
ニ
「
侍
講
余
公
墓
誌
銘
」
、
す
な
わ
ち
庶
吉
士
余
撃
袈
の
墓
誌

銘
で
あ
る
。

太
宗
皇
帝
稽
古
右
文
、
詔
選
進
士
優
等
者
得
二
十
八
人
、
以
矯

翰
林
庶
吉
士
、
伸
議
讃
中
秘
書
、
内
相
干
古
馬
文
辞
、
公
輿
駕
。

や
は
り
、
読
書
を
謀
せ
ら
れ
た
と
い
う
記
述
が
見
え
る
が
、
そ
の
後

に
続
け
て
「
古
を
皐
び
て
文
僻
を
鋳
ら
し
む
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目

し
た
い
。
つ
ま
り
、
彼
等
が
励
ん
で
い
た
読
書
は
、
文
章
作
成
の
一

環
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
様
の
表
現
は
他
史
料
か
ら
も
見
出
し
得
る
。

劉
球
『
雨
渓
文
集
』
巻
二
十
四
「
翰
林
柴
康
敬
停
」
に
は
、
「
欲
其

蓋
讃
天
下
書
、
必
如
古
閑
人
之
能
以
文
名
営
世
。
」
と
見
え
、
読
書
を

通
じ
庶
吉
士
た
ち
の
文
章
作
成
能
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
、
教
習

の
眼
目
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
、
『
抑
苓
文
後
集
』
巻
二

十
七
「
太
僕
寺
少
卿
沈
公
墓
表
」
に
は
、
「
既
而
有
旨
、
又
抜
其
尤

者
二
十
八
人
、
入
翰
林
績
察
局
文
、
務
追
古
作
者
、
而
沈
公
輿
濡
。
」



と
あ
っ
て
、
彼
等
が
学
問
的
修
養
を
積
ん
だ
上
で
、
古
文
に
な
ら
っ

た
作
文
に
務
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
章
で
は
、
永
楽
帝
の
訓

諭
に
触
れ
、
教
習
の
目
的
と
し
て
文
学
の
習
練
に
つ
と
め
る
よ
う
諭

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
触
れ
た
が
、
史
料
に
よ
っ
て
は
文
淵
閣
に
進
む

際
に
漠
か
ら
宋
に
至
る
「
班
馬
韓
柳
欧
蘇
諸
名
家
」
が
列
挙
さ
れ
た
、

【山川〕

と
伝
え
る
も
の
も
存
す
る
。
以
上
の
こ
と
か
ち
す
れ
ば
、
過
去
の
名

家
の
文
体
を
会
得
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
文
淵
閣
教
習
に
お
け
る
重
要

課
題
の
一
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
古
文
体
を
身
に
付
け
た
結
果
と
し
て
、
彼
等
に
は
如

わ
何
な
る
擢
用
が
待
っ
て
い
た
の
か
。
こ
こ
で
は
、
文
淵
閣
に
入
っ
た

高
庶
吉
士
の
う
ち
、
後
に
古
参
の
翰
林
官
と
し
て
「
二
王
」
と
称
さ
れ

景
る
こ
と
に
な
る
二
人
の
人
物
、
江
西
泰
和
出
身
の
王
直
と
金
総
出
身

岬
の
王
英
に
注
目
し
て
み
た
い
o
彼
等
は
文
淵
閣
教
習
を
経
た
の
ち
、
永

そ
楽
五
年
十
一
月
に
他
の
庶
吉
土
三
名
と
と
も
に
翰
林
院
修
撰
に
任
用

〉

、

【

却

〕

立
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
段
階
か
ら
特
異
な
経
歴
を
共
有
し
て
い
た
。

似
内
閣
で
の
執
務
で
あ
る
。

一
向
ま
ず
は
王
直
に
つ
い
て
観
て
い
き
た
い
。
以
下
は
李
賢
『
古
穣
集
』

世
巻
十
二
「
吏
部
尚
喜
致
仕
贈
太
保
誼
文
端
王
公
神
道
碑
銘
」
の
一
節

庶
で
あ
る
。

与し
V則

明
年
、
登
進
士
第
、
時
太
宗
皇
帝
篤
意
古
皐
、
詔
選
進
士
曽
融
市

等
二
十
八
人
潟
翰
林
庶
吉
士
、
伸
讃
中
秘
書
、
業
成
遠
大
之
器
、

公
在
選
中
、
感
激
哲
志
。
不
数
年
、
文
僻
追
古
作
者
、
上
以
公

69 

卓
越
諸
土
、
召
入
内
閣
、
凡
機
密
之
政
、
腐
執
筆
着
。
尋
授
翰

林
倫
撰
。

注
目
す
べ
き
は
彼
が
、
文
辞
の
作
成
に
お
い
て
古
人
の
作
に
迫
る
こ

と
、
「
諸
土
に
卓
越
」
し
て
い
た
こ
と
を
以
っ
て
、
内
閣
に
召
さ
れ
あ

ら
ゆ
る
機
密
に
関
わ
る
文
書
に
つ
い
て
「
執
筆
」
を
託
さ
れ
た
、
と

い
う
点
で
あ
担
。
以
下
に
述
べ
る
王
英
の
例
と
比
較
す
れ
ば
、
こ
こ

に
言
う
執
筆
と
は
清
書
な
ど
の
作
業
を
含
む
文
書
作
成
へ
の
関
与
を

意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
右
に
提
示
し
た
史
料
よ

り
、
王
直
が
古
文
体
の
会
得
を
主
眼
と
し
た
文
淵
閣
教
習
の
成
果
を

優
秀
と
認
め
ら
れ
た
た
め
に
、
か
か
る
抜
擢
を
蒙
っ
た
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。
王
直
が
上
述
の
摺
任
を
蒙
る
ま
で
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
科

挙
の
後
に
翰
林
院
に
選
入
さ
れ
て
か
ら
、
「
又
後
二
年
、
直
再
被
選
抜
、

得
従
諸
公
後
。
諸
公
不
以
直
矯
愚
、
而
皆
辱
敬
喜
向
。
」
と
い
う
経
過
を

た
ど
っ
た
、
と
彼
自
身
が
述
べ
て
い
る
(
『
抑
苓
文
集
』
巻
六
「
建
安

楊
公
文
集
序
」
)
。
こ
の
記
述
よ
り
、
王
直
が
内
閣
に
出
入
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
最
初
に
庶
吉
士
に
選
抜
さ
れ
て
か
ら
二
年
後
、
す

な
わ
ち
永
楽
四
年
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
文

淵
閣
で
の
教
習
を
一
年
ほ
ど
経
た
後
で
あ
っ
た
。
な
お
、
「
建
安
楊
公

文
集
序
」
に
見
え
る
諸
公
と
は
、
当
時
入
閣
し
て
い
た
楊
栄
ら
閣
臣

た
ち
を
指
す
。
王
直
は
内
閣
に
出
入
す
る
よ
う
に
な
っ
て
後
、
彼
等

の
も
と
で
何
ら
か
の
教
示
を
受
げ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
恐
ら
く
は
文

書
作
成
に
関
わ
る
指
導
で
あ
ろ
う
。



。
次
に
王
英
に
つ
い
て
観
て
い
き
た
い
。
以
下
に
示
す
の
は
、
『
園
朝

7

隙
徴
録
』
巻
三
十
六
陳
敬
宗
撰
「
資
善
大
夫
南
京
躍
部
尚
書
詮
文

安
王
公
英
停
」
で
あ
る
。

公
在
二
十
八
人
之
中
、
毎
矯
傍
輩
所
推
談
。
後
上
以
締
結
事
霊
、

以
公
輿
今
家
宰
王
直
、
皆
慎
密
可
輿
任
、
並
探
入
秘
閥
、
書
進

呈
機
密
奏
疏
。

王
直
と
と
も
に
抜
擢
さ
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
い

う
「
秘
閣
」
と
は
内
閣
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
き
て
、

こ
の
史
料
か
ら
玉
英
も
や
は
り
任
官
前
に
内
閣
で
機
密
文
書
の
作
成

に
関
与
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
認
め
得
る
の
だ
が
、
王
直
の
場
合

と
若
干
そ
の
あ
り
方
を
異
に
し
て
い
る
。
彼
は
「
進
呈
せ
ん
と
す
る

機
密
の
奏
疏
を
書
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
内
閣
で
は
専
ら
機
密
文

書
の
清
書
に
与
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
王
英
が
内

閣
で
の
執
務
に
擁
さ
れ
た
理
由
は
、
王
直
と
同
一
で
は
な
か
っ
た
。

「
南
務
先
生
貌
文
靖
公
摘
稿
」
巻
=
一
「
故
資
善
大
夫
南
京
躍
部
尚
書

王
公
墓
誌
銘
」
に
は
、
王
英
が
二
十
八
人
の
一
人
に
選
ば
れ
た
と
い

う
叙
述
に
続
げ
て
、
「
未
幾
、
又
以
能
書
入
秘
閥
、
預
典
機
密
事
。
」
と

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
王
英
が
内
閣
で
の
機
密
事
項
の
処
理
に
預
か
る

よ
う
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
能
書
、
つ
ま
り
書
写
能
力
に
優
れ
て
い

た
為
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
前
章
で
言
及
し
た
『
園
権
』
で
は
、
王

英
の
名
は
永
楽
二
年
三
月
丁
未
条
に
見
え
る
が
、
そ
の
時
点
で
彼
は

習
量
聞
を
課
さ
れ
た
庶
吉
士
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
。

こ
こ
で
文
淵
閣
教
習
の
内
容
を
説
明
す
る
史
料
を
ま
た
一
つ
提
示

し
た
い
。
侭
謙
「
例
文
信
集
』
巻
二
十
二
「
松
岡
先
生
文
集
叙
」
の

一
節
で
あ
る
。

永
柴
二
年
、
太
宗
文
皇
帝
選
状
元
曽
策
而
下
進
士
二
十
有
八
人

民
庶
吉
士
。
上
象
二
十
八
宿
、
儲
養
於
翰
林
、
出
中
秘
書
及
古

法
帖
、
使
之
講
習
、
親
臨
課
試
、
期
之
白
「
文
必
如
韓
欧
、
字

必
如
裁
献
。
」
躍
待
優
異
、
儒
者
築
之
。

三
十
八
人
選
抜
の
時
期
が
永
楽
二
年
と
さ
れ
て
お
り
、
教
習
が
行
わ

れ
て
い
た
場
所
に
つ
い
て
は
翰
林
院
と
記
さ
れ
る
の
み
だ
が
、
記
載

内
容
か
ら
文
淵
閣
で
の
進
学
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
判
断
し

て
よ
い
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
文
淵
閣
教
習
で
は
中
秘
の
書

籍
と
と
も
に
古
の
書
家
の
名
筆
が
持
ち
出
さ
れ
、
教
習
の
参
考
に
供

さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
文
章
は
必
ず
韓
愈
・
欧
陽
修
の
文

体
の
如
く
さ
せ
、
書
法
は
必
ず
王
義
之
・
王
献
之
の
書
体
の
如
く
さ

せ
よ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
文
淵
閣
に
入
っ
た
庶
吉
土
た
ち
に
対

し
て
作
文
と
な
ら
ん
で
書
写
能
力
の
練
磨
も
、
二
年
時
の
「
習
書
」
よ

り
引
き
続
き
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
王
英
が
内
閣
で
機
密

に
関
わ
る
奏
疏
の
作
成
に
携
っ
て
い
た
の
は
、
文
淵
閣
教
習
の
結
果
、

書
写
技
能
の
向
上
を
評
価
さ
れ
た
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。

以
上
、
文
淵
閣
教
習
の
成
果
に
よ
っ
て
、
二
王
が
受
け
た
抜
擦
に

つ
い
て
観
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
は
、
二
十
九
人
が
励
む
こ
と
に
な
っ

た
教
習
と
は
、
古
文
体
の
会
得
及
び
書
写
技
能
の
習
練
を
目
指
し
た



も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
優
秀
と
さ
れ
た
者
は
、
内
閣
で
の
文
書
作

成
に
擢
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
出
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
文
淵
問
教

習
と
は
、
第
一
義
的
に
は
内
閣
な
ど
で
重
要
文
書
の
作
成
な
ど
に
当

た
り
得
る
人
員
の
養
成
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
解
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

明
代
内
閣
制
度
は
、
永
楽
帝
の
即
位
直
後
に
解
緒
・
黄
准
・
胡
康
・

楊
築
・
楊
士
奇
・
金
幼
孜
・
胡
僚
の
七
人
が
翰
林
官
に
抜
擢
さ
れ
、
入

閣
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
当
初
は
彼
等
閣
臣
を
し
て
機
密
に
参
与

さ
せ
る
と
同
時
に
、
両
制
を
と
と
ご
と
く
彼
等
に
管
掌
さ
せ
て
い
的
。

船
以
下
は
、
内
閣
制
始
動
期
の
あ
り
様
を
伝
え
る
、
『
東
壁
掛
刷
集
』
巻
一
一
一

一
拍
十
六
「
放
少
師
工
部
尚
書
兼
謹
身
殿
大
串
士
贈
特
進
光
職
大
夫
左

景
柱
図
太
師
誼
文
敏
楊
公
墓
誌
銘
」
で
あ
る
。

一
向
初
建
内
閣
、
簡
翰
林
之
臣
七
人
、
其
中
幕
典
密
務
。
七
人
者
、
解

日
緒
・
胡
康
・
黄
准
・
胡
餓
・
金
幼
孜
・
公
及
士
奇
也
。
:
時
四
方
之

主
事
方
殿
、
七
人
者
且
タ
侍
左
右
承
顧
問
、
受
旨
退
治
職
務
、
且

問
兼
稽
古
纂
述
之
事
、
不
虚
寸
暑
。

問
こ
こ
か
ら
閣
臣
た
ち
は
、
帝
の
左
右
に
あ
っ
て
顧
問
を
務
め
、
編
纂

社
作
業
に
も
追
わ
れ
、
か
な
り
多
忙
な
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

流
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
れ
ば
、
内
間
に
あ
っ
て
文
書
に
関
わ
る
実
務

開
に
従
事
し
得
る
ス
タ
ッ
フ
の
補
充
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
当
然
の
流
れ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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一) 

能
書
者
の
召
募
・
教
習

実
は
、
重
要
文
書
の
処
理
に
携
り
得
る
実
務
要
員
の
確
保
を
期
し

た
施
策
は
、
庶
吉
士
に
対
す
る
教
習
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
推
薦
に
拠
っ
た
能
審
者
の
育
成
が
、
庶
吉
士
教
習
と
平
行
し
て

行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
様
子
を
伝
え
る
史
料
を
引

く
。
『
東
星
績
集
」
巻
十
六
「
恭
題
朱
孔
場
所
受
勅
命
後
」
で
あ
る
。

臣
記
憶
、
永
柴
初
詔
求
四
方
善
書
士
、
寓
外
制
。
又
詔
筒
其
尤

識
口
者
、
於
翰
林
潟
内
制
、
且
出
秘
府
古
名
人
法
書
、
停
有
暇
盆

進
所
能
。
於
時
孔
易
兼
工
署
書
、
腹
駿
倉
希
元
矩
度
、
風
韻
偉

然
傑
出
也
。
一
日
上
御
右
順
門
、
召
孔
且
明
書
大
善
殿
扇
、
血
中
筆

立
就
、
深
荷
嘉
奨
、
即
日
授
中
書
舎
人
。
明
日
有
旨
、
凡
寓
内

制
者
、
皆
授
中
書
舎
人
、
蓋
善
書
授
官
、
自
孔
且
明
始
。

こ
こ
で
は
永
楽
初
年
に
四
方
よ
り
書
法
に
秀
で
た
者
が
召
集
さ
れ
た

と
述
べ
ら
れ
る
の
み
だ
が
、
他
史
料
よ
り
、
ま
さ
に
庶
吉
士
の
文
淵

閣
教
習
が
始
め
ら
れ
た
永
楽
三
年
に
、
地
方
官
庁
に
認
を
発
し
蓄
に

優
れ
た
人
士
を
推
挙
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
一
郎
。
こ
の
時
召
募
さ

れ
た
と
見
ら
れ
る
能
害
者
と
し
て
、
他
に
江
西
吉
水
の
鹿
叙
・
解
禎

期
・
許
鳴
鶴
・
掘
削
江
銭
塘
の
蒋
嘩
(
も
と
の
姓
は
朱
)
・
直
隷
無
錫
の
王

紋
と
い
っ
た
人
物
が
確
認
で
き
一
制
。
右
の
史
料
よ
り
、
彼
等
は
ま
ず

外
制
の
清
艶
に
当
て
ら
れ
、
そ
の
中
で
も
技
能
優
良
な
る
者
は
内
制

消
書
に
与
か
問
、
や
が
て
中
書
舎
人
に
擢
さ
れ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。



ー
彼
等
が
中
古
田
舎
人
に
任
用
さ
れ
た
の
は
永
楽
十
年
の
こ
と
で
あ

T

h

{

初
)

j

る
が
、
そ
れ
で
は
任
官
ま
で
の
問
、
彼
等
能
書
者
は
如
何
な
る
状
況

に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
う
か
。

「
恭
題
朱
孔
場
所
受
勅
命
後
」
は
、
能
書
者
が
そ
の
技
能
向
上
に
つ

と
め
さ
せ
ら
れ
て
い
た
事
実
を
伝
え
る
が
、
実
は
彼
等
に
対
す
る
教

習
も
文
淵
閣
で
行
わ
れ
て
い
た
。
『
抑
苓
文
後
集
」
巻
十
一
「
贈
蒋

郎
中
致
仕
序
」
は
、
天
下
か
ら
書
を
普
く
す
る
者
が
求
め
ら
れ
た
、
と

い
う
記
述
に
続
け
て
、
「
閥
文
淵
閣
慮
之
、
輩
出
法
書
名
帖
、
伸
増
盆

所
未
至
。
議
欲
追
古
人
、
而
過
之
也
。
」
と
記
す
。
彼
等
能
書
者
の
教

習
に
あ
っ
て
も
、
先
に
示
し
た
庶
吉
士
た
ち
の
場
合
と
同
様
、
古
の

名
筆
が
参
考
に
供
さ
れ
、
古
人
の
書
体
へ
の
到
達
が
図
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
能
書
者
教
習
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
「
抑
苓
文

後
集
」
巻
十
五
「
送
許
舎
人
序
」
に
、
「
又
徴
天
下
能
書
者
集
館
閣
、

意
出
古
人
名
帖
使
皐
之
、
期
必
輿
之
並
、
而
許
君
鳴
鶴
在
荒
。
許
君

少
間
半
玉
右
軍
、
俊
逸
不
霊
。
由
是
復
大
進
、
上
毎
以
暇
日
開
試
賞
勅

之
、
許
君
必
占
高
等
。
」
と
あ
り
、
永
楽
帝
自
ら
が
彼
等
に
対
し
て
閲

試
を
行
い
、
等
第
を
つ
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
事
実
は
、
時

に
帝
が
直
々
に
進
学
の
進
捗
状
況
を
召
試
し
て
い
た
文
淵
閣
に
進
ん

だ
者
た
ち
の
在
り
様
を
佑
仰
と
さ
せ
一
位
。
こ
の
よ
う
に
、
永
楽
三
年

か
ら
始
め
ら
れ
た
能
書
者
の
確
保
・
養
成
は
、
あ
た
か
も
科
挙
に
と

も
な
っ
て
選
定
さ
れ
た
こ
十
九
名
の
進
学
と
軌
を
同
じ
く
す
る
よ
う

に
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
こ
の
時
文
淵
閣
に
あ
っ

て
教
習
を
受
け
て
い
た
能
害
者
の
人
数
も
、
庶
吉
士
ら
と
同
様
に
二

【

川

崎

)

十
八
人
が
そ
ろ
え
ら
れ
た
と
述
べ
る
史
料
が
存
す
る
。
た
だ
、
人
数

に
つ
い
て
は
十
人
強
と
す
る
史
料
も
存
し
、
そ
の
実
数
は
つ
か
み
難

(羽)。
し

先
述
の
王
直
は
、
善
蓄
を
以
っ
て
薦
め
ら
れ
た
解
緒
の
姪
、
解
禎

期
に
贈
っ
た
文
章
(
『
抑
苓
文
後
集
』
巻
九
「
贈
解
禎
期
詩
序
」
)
に
、

「
太
宗
文
皇
帝
鋭
意
文
謡
、
詔
皐
文
者
必
如
韓
柳
、
向
学
害
者
必
如
議
獄
、

然
後
己
。
」
と
叙
述
し
、
能
書
者
選
抜
の
後
、
文
体
を
学
ぶ
者
と
書
体

を
学
ぶ
者
を
対
置
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
古
の
名
家
の
ス
タ
イ
ル
を
身
に

付
け
る
よ
う
指
導
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
。
能
書
を
以
っ
て
抜

摺
さ
れ
た
王
英
の
例
と
あ
わ
せ
考
え
れ
ば
、
こ
の
指
示
は
文
淵
閣
に

入
っ
た
庶
吉
士
と
能
書
者
を
対
置
し
た
も
の
と
捉
え
る
よ
り
は
、
双

方
か
ら
成
る
文
淵
閣
で
進
学
に
つ
と
め
て
い
た
者
た
ち
の
中
で
、
「
血
平

文
者
」
・
「
聖
書
者
」
に
相
当
す
る
人
材
を
対
比
さ
せ
て
い
る
、
と
考

え
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
永
楽
三
年
よ
り
文

淵
閣
で
は
、
科
挙
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
た
人
材
と
な
ら
ん
で
、
全
国

よ
り
推
挙
さ
れ
た
能
書
の
人
士
の
教
習
も
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
一
定
の
教
習
を
経
た
能
害
者
が
蒙
っ
た
擢
任
も
、
先
に

述
べ
た
二
王
と
同
様
で
あ
っ
た
。
『
抑
苓
文
後
集
』
巻
十
一
「
贈
蒋

郎
中
致
仕
序
」
は
、
能
書
者
に
対
す
る
文
淵
閣
で
の
研
鎖
開
始
に
つ

い
て
述
べ
た
後
、
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

庭
問
岬
必
在
甲
乙
之
選
、
毎
蒙
稀
奨
受
賜
賛
。
遂
選
入
内
閣
、
凡



制
諾
典
朋
及
諸
密
務
、
皆
命
之
書
。
庭
晦
勤
傾
端
礁
、
未
嘗
有

漏
言
、
亦
未
嘗
有
於
色
、
先
生
長
者
莫
不
愛
霊
之
。

庭
障
と
は
、
こ
の
序
を
贈
ら
れ
た
蒋
聞
の
字
で
あ
る
。
文
淵
閣
に
入
っ

た
能
害
者
に
対
し
て
、
永
楽
帝
自
身
に
よ
る
関
試
が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
は
先
述
し
た
が
、
蒋
嘩
は
そ
の
つ
ど
賞
賛
を
受
け
て
い
た
。
つ

ま
り
彼
は
文
淵
閣
の
能
書
者
の
中
に
あ
っ
て
、
技
能
優
秀
な
る
こ
と

を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
内
閣
で
の
制
諮

や
機
密
文
書
の
処
理
に
与
か
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
経
過
を
観
る
と
、
能
書
者
に
つ
い
て
も
、
庶
吉
士
同
様
に
内
閣

紛
に
て
文
書
処
理
に
従
事
す
る
実
務
要
員
と
し
て
の
任
用
が
待
っ
て
い

情
た
、
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

景
以
上
本
章
で
観
て
き
た
よ
う
に
、
永
楽
三
年
か
ら
文
淵
閣
で
始
動

岬
さ
れ
た
教
習
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
抜
擢
に
至
る
経
過
を
観
た
場

日
合
、
庶
吉
士
教
習
が
、
本
来
は
文
書
作
成
に
長
け
た
実
務
要
員
を
確

立
保
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
施
策
の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
白

州
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
文
淵
閣
教
習
を
経
た
庶
吉
士
の
中
に
は
内
閣
に

搬
入
る
者
が
存
在
し
た
が
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
閣
臣
」
と
い
っ
た
存

世
在
で
は
な
か
っ
た
。
彼
等
は
能
書
者
同
様
、
あ
く
ま
で
中
央
文
書
行

庶
政
の
最
深
奥
部
に
お
い
て
重
要
文
書
の
処
理
に
携
り
得
る
人
員
と
し

開
て
擢
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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文
学
の
匡
の
養
成

前
章
で
は
、
同
時
期
に
行
わ
れ
て
い
た
能
審
者
へ
の
教
習
と
の
比

較
検
討
か
ら
、
庶
吉
土
に
対
す
る
教
習
は
文
書
行
政
ス
タ
ッ
フ
育
成

策
の
中
に
位
置
付
げ
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、

文
淵
閣
教
習
を
経
験
し
た
庶
育
士
た
ち
の
以
後
の
経
歴
と
、
永
楽
年

間
に
挙
行
さ
れ
た
大
編
纂
事
業
と
の
関
わ
り
を
手
掛
か
り
に
、
文
学

の
臣
と
し
て
の
彼
等
の
位
置
付
け
、
及
び
彼
等
に
要
め
ら
れ
て
い
た

文
学
の
実
態
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
た
い
。

最
初
の
庶
吉
土
選
抜
が
行
わ
れ
た
永
楽
二
年
時
、
二
十
九
人
が
進

学
す
る
こ
と
に
な
る
文
淵
閣
で
は
大
規
模
な
編
纂
事
業
が
進
め
ら
れ

て
い
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
『
永
祭
大
典
』
の
編
纂
で
あ
る
。
永
楽

帝
は
奪
権
直
後
の
永
楽
元
年
七
月
、
翰
林
侍
読
学
士
解
緒
ら
に
類
、
蓄

の
編
纂
を
命
じ
る
。
こ
の
類
書
は
、
翌
年
十
一
月
に
進
呈
さ
れ
、
『
文

献
大
成
』
と
い
う
名
を
賜
る
が
、
不
備
な
点
が
多
か
っ
た
ら
し
く
、
よ

り
大
規
模
な
か
た
ち
で
の
再
編
纂
が
命
じ
ら
れ
目
。
結
果
的
に
そ
の

編
纂
作
業
に
は
三
年
の
歳
月
が
費
や
さ
れ
、
永
楽
五
年
十
-
月
に
進B-

呈
さ
れ
た
霊
修
「
文
献
大
成
」
に
、
『
永
祭
大
典
』
の
名
が
賜
ら
れ
た
。

さ
て
、
こ
の
「
永
祭
大
典
」
編
纂
に
多
数
の
人
士
が
動
員
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
、
過
去
の
研
究
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
閥
、
そ
の
編
纂
作

業
に
は
永
楽
二
年
に
選
抜
さ
れ
た
翰
林
院
庶
吉
土
も
多
く
参
与
さ
せ

ら
れ
て
い
た
。
彼
等
は
「
負
翰
林
庶
吉
士
、
預
修
永
集
大
典
。
寅
出
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酉
蹄
、
恭
勤
職
務
」
(
「
東
里
綴
集
』
巻
三
十
五
「
故
翰
林
庶
吉
土
曽

7

君
墓
誌
銘
」
)
、
「
君
執
筆
編
校
、
精
審
無
紋
失
、
由
此
盆
知
名
」
(
『
抑

苓
文
後
集
』
巻
二
十
五
「
主
事
欧
陽
君
墓
表
」
)
と
あ
る
よ
う
に
、
一

日
の
多
く
を
書
写
・
校
正
な
ど
の
作
業
に
費
や
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る。
と
こ
ろ
で
、
後
世
の
史
料
に
は
、
文
淵
閣
で
進
学
す
る
こ
と
に
な
っ

た
庶
吉
士
は
、
大
典
編
纂
に
携
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
語

る
も
の
が
存
す
る
が
、
そ
れ
は
正
確
で
は
な
い
。
前
章
で
引
用
し
た

『
胡
文
穆
集
』
の
「
翰
林
庶
吉
士
王
拘
諜
墓
表
」
に
は
、
王
訓
は
翰
林

庶
吉
土
を
授
け
ら
れ
、
「
悶
閣
」
で
の
編
纂
に
当
て
ら
れ
て
か
ら
二
十

八
人
の
列
に
選
ば
れ
た
、
と
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
永
楽
ご
年
時
の
選

抜
後
に
多
数
の
庶
吉
土
が
大
典
編
纂
に
動
員
さ
れ
、
そ
の
後
に
二
十

八
人
の
選
出
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
文
淵
閣
に
進
む
庶
吉

土
の
大
奥
編
纂
へ
の
参
与
は
認
め
得
制
上
に
、
彼
等
の
中
に
は
副
総

裁
と
い
っ
た
編
纂
事
業
に
お
け
る
指
一
掃
的
ポ
ス
ト
を
与
え
ら
れ
る
者

(一

d
〕

も
あ
っ
た
。
永
楽
期
最
初
の
大
規
模
編
纂
事
業
で
あ
る
「
永
柴
大
典
』

纂
修
に
は
、
文
淵
閣
に
進
む
こ
と
に
な
る
者
も
含
め
て
、
二
年
科
進

士
か
ら
選
抜
さ
れ
た
庶
吉
士
が
多
数
参
加
さ
せ
ら
れ
て
い
た
、
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
大
典
編
纂
に
あ
た
っ
て
は
、
纂
修

の
た
め
に
文
学
あ
る
老
儒
が
、
繕
写
の
た
め
に
能
書
の
内
外
生
員
が

簡
抜
さ
れ
て
い
却
の
だ
か
ら
、
同
時
期
に
習
文
・
習
書
に
励
ん
で
い

た
翰
林
院
庶
吉
士
も
そ
の
編
纂
作
業
に
従
事
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
は
、
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
大
典
編
纂
終
了
後
に
彼
等
庶
吉
士
た
ち
は
如
何
な
る

進
路
を
た
ど
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
ま
ず
、
庶
吉
士
た
ち
の
大
典

編
纂
後
の
初
任
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
文
淵
閣
に
進

み
得
な
か
っ
た
庶
吉
士
た
ち
は
、
大
典
編
纂
完
了
後
に
、
お
お
む
ね

郎
中
・
主
事
と
い
っ
た
六
部
の
属
官
や
地
方
官
に
任
じ
ら
れ
た
よ
う

で
あ
目
。
一
方
、
文
淵
閣
教
習
を
経
験
し
た
者
た
ち
は
、
永
楽
五
年

百

に
五
名
が
翰
林
院
修
撰
を
授
け
ら
れ
、
十
三
年
九
月
に
大
典
編
纂
の

際
に
副
総
裁
を
つ
と
め
た
余
事
嬰
が
翰
林
院
検
討
に
就
い
問
外
、
多

く
は
九
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
刑
部
主
事
に
初
任
官
を
得
て
い
た
。

『
古
廉
文
集
』
巻
十
「
故
艦
部
右
侍
郎
吾
公
神
道
碑
」
に
は
「
九
年
、

以
公
輿
楊
相
・
段
民
・
沈
升
等
六
人
矯
刑
部
主
事
」
と
あ
り
、
同
書
巻

十
「
太
僕
寺
少
卿
沈
公
墓
誌
銘
」
に
は
「
壬
辰
秋
、
上
特
以
刑
部
刑

罰
不
清
、
殿
召
公
等
十
有
二
人
、
皆
授
刑
部
主
事
。
」
と
あ
る
。
そ
し

て
、
『
文
敏
集
』
巻
十
一
「
送
陳
司
業
詩
序
」
は
、
庶
吉
土
陳
敬
宗

が
「
明
太
祖
寅
録
』
編
纂
に
加
わ
っ
た
こ
と
を
記
し
た
後
に
、
「
未
幾
、

凡
庶
吉
士
皆
授
刑
部
主
事
」
と
述
べ
て
お
り
、
翰
林
官
に
就
き
得
な

か
っ
た
庶
吉
士
の
多
く
は
段
階
的
に
刑
部
主
事
を
以
っ
て
官
途
に
就

け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
彼
等
が
刑
部
主
事
に
任
じ
ら
れ

始
め
た
永
楽
九
年
、
刑
科
都
給
事
中
世
田
潤
ら
は
「
獄
囚
流
滞
」
に
つ

い
て
意
見
を
具
申
凶
、
吏
部
尚
書
楚
義
ら
が
法
司
の
官
廊
に
人
を
得

(日】

る
べ
き
こ
と
を
上
言
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
十
年
に
は
そ
の
年
に
行



わ
れ
た
科
挙
の
結
果
、
第
二
甲
・
第
三
甲
の
新
進
士
が
刑
部
・
都
察

院
で
の
理
刑
に
ま
わ
さ
畑
、
同
年
四
月
に
は
進
士
・
監
生
か
ら
多
数

-
日
)

の
監
察
御
史
任
用
が
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
永
楽
九
年
か
ら
十
年

に
か
け
て
は
、
人
事
の
刷
新
が
法
司
に
対
し
て
行
わ
れ
た
可
能
性
が

あ
り
、
彼
ら
の
刑
部
主
事
へ
の
初
任
は
、
敢
え
て
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ

を
以
っ
て
一
斉
に
行
な
わ
れ
た
観
が
な
く
は
な
時
。
た
だ
、
結
果
的

に
授
け
ら
れ
た
官
を
観
れ
ば
、
一
部
の
人
聞
が
翰
林
官
へ
の
着
任
を

果
た
し
た
点
を
除
い
て
、
文
淵
閣
に
入
っ
た
庶
吉
土
と
そ
の
他
の
庶

吉
士
は
双
方
と
も
六
部
属
官
に
就
け
ら
れ
て
お
り
、
初
任
官
そ
の
も

お
の
に
大
き
な
差
は
無
い
と
も
言
え
る
。

備
し
か
し
な
が
ら
、
文
淵
閣
教
習
を
経
た
庶
吉
士
の
大
典
編
纂
以
降

景
の
経
歴
を
観
て
い
く
と
、
彼
等
が
他
の
庶
吉
士
と
は
明
確
に
異
な
る

時
経
磨
乞
有
し
て
い
た
こ
と
を
見
出
し
管
ゐ
。
以
下
に
引
用
す
る
の
は

け
『
南
藤
先
生
貌
文
靖
公
摘
稿
』
巻
七
「
朝
請
大
夫
賛
治
安
園
子
監
祭

立
酒
致
仕
陳
公
墓
誌
銘
」
、
文
淵
閣
教
習
の
経
験
者
の
一
人
、
陳
敬
宗
の

間
基
誌
銘
で
あ
る
。

慨
乃
預
修
永
集
大
典
、
修
太
弘
文
牢
帝
貫
録
。
事
竣
、
宴
子
躍
部
、

社
兼
文
椅
由
民
紗
之
間
期
。
選
矯
刑
部
主
事
。
未
幾
、
召
修
性
理
・
五
経
・

庶
四
書
大
全
。
改
翰
林
侍
議
、
修
北
京
志
書
。

聞
彼
は
他
の
進
言
と
同
様
、
永
楽
九
年
か
ら
十
年
の
聞
に
刑
部
主
事

に
初
任
官
を
得
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
翰
林
侍
講
と
な
っ
た
の
は
永

行

【

E

F

l

楽
十
六
年
五
月
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
経
歴
に
お
い
て
目
を

引
く
の
は
、
『
永
柴
大
典
』
以
降
、
『
明
太
祖
寅
録
』
・
三
大
全
・
『
北

京
志
艶
』
と
い
っ
た
、
永
楽
期
の
編
纂
事
業
に
軒
並
み
関
与
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
実
は
三
大
全
な
ど
の
築
修
事
業
に
動
員
さ
れ
る
と
い

う
経
歴
は
、
陳
敬
宗
に
限
ら
ず
文
淵
閣
教
習
を
経
た
人
物
に
あ
る
程

度
共
通
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
明
太
宗
質
録
』
巻
百
六
十
八
永
楽

十
三
年
九
月
庚
戊
条
の
、
三
大
全
纂
修
官
に
対
す
る
賜
賞
の
記
事
に

は
、
な
ぜ
か
陳
敬
宗
の
名
は
見
え
な
い
が
、
翰
林
検
討
余
事
愛
・
刑

部
主
事
隈
民
・
洪
順
・
沈
升
・
章
倣
・
楊
勉
・
周
悦
・
吾
紳
ら
、
か

つ
て
教
習
を
蒙
っ
た
者
た
ち
の
名
を
確
認
し
得
る
。
そ
れ
で
は
、
彼

等
は
編
纂
事
業
に
お
い
て
如
何
な
る
役
割
を
果
た
し
得
て
い
た
の

か
。
そ
の
多
く
が
参
画
し
て
い
た
三
大
全
編
纂
か
ら
考
察
を
試
み
た

し

四
書
・
五
経
・
性
理
の
三
大
全
は
、
永
楽
十
二
年
十
一
月
に
翰
林

学
士
胡
腐
ら
に
そ
の
編
纂
が
命
じ
ら
れ
、
翌
年
九
月
に
進
呈
さ
れ
問
。

余
撃
袈
は
文
学
侍
従
の
巨
た
る
翰
林
官
に
任
じ
ら
れ
る
人
間
で
あ

り
、
か
か
る
事
業
へ
の
動
員
は
あ
る
意
味
で
当
然
で
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
先
述
の
と
お
り
、
多
く
の
文
淵
閣
に
進
ん
だ
庶

吉
士
た
ち
は
三
大
全
編
纂
の
時
点
で
、
刑
部
の
属
官
に
就
い
て
い
る

に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
等
の
墓
誌
銘
を
見
る
と
、
「
復
召
至

北
京
、
入
翰
林
修
四
書
・
五
経
・
性
理
大
全
書
。
」
(
『
東
星
績
集
』
巻
二

十
八
「
鵡
部
左
侍
郎
草
公
墓
碑
銘
」
)
、
「
聡
年
、
屋
従
赴
北
京
、
召

惰
四
書
・
五
経
及
性
理
大
全
書
。
」
(
同
書
巻
三
十
七
「
故
嘉
議
大
夫
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刑
部
右
侍
郎
隈
君
墓
誌
銘
」
)
と
い
っ
た
記
載
が
見
ら
れ
、
彼
等
が

7

「
召
」
さ
れ
た
上
で
、
三
大
全
の
編
纂
に
与
か
っ
て
い
た
こ
と
が
看
取

さ
れ
る
。
章
倣
の
墓
誌
銘
の
記
述
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
士
一
大
全
の

編
纂
は
北
京
で
行
わ
れ
て
い
た
。
彼
等
は
当
時
執
務
し
て
い
た
官
街

か
ら
わ
ざ
わ
ざ
敵
さ
れ
て
北
京
の
翰
林
院
に
て
編
纂
事
業
に
当
て
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
観
て
く
る
と
、
彼
等
は
そ
の
後
の
官
途
に
関
わ
ら
ず
、

大
き
な
編
纂
事
業
が
挙
行
さ
れ
る
際
に
動
員
し
得
る
人
材
と
し
て
、

位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
と
よ
り
、
永
楽
=
一
年
段

階
に
お
い
て
、
十
年
後
に
大
典
同
様
の
大
規
模
な
編
纂
事
業
を
行
う

意
図
が
す
で
に
永
楽
帝
に
あ
っ
た
が
故
に
、
二
十
九
人
の
教
習
が
始

め
ら
れ
た
の
か
否
か
、
確
か
め
る
術
は
な
い
。
た
だ
、
幾
人
か
が
翰

林
官
へ
の
就
任
を
果
た
し
、
大
典
編
纂
が
完
了
し
た
後
に
あ
っ
て
も
、

庶
吉
土
た
ち
に
対
し
て
は
、
変
ら
ず
文
学
に
つ
い
て
の
研
鎖
継
続
が

期
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
以
下
に
引
く
の
は
『
古
康
文
集
』

巻
九
「
翰
林
修
撰
彰
君
汝
器
行
状
」
で
あ
る
。

五
年
、
陸
翰
林
修
撰
。
六
年
、
以
母
憂
去
官
。
時
天
子
賂
以
明

年
春
二
月
巡
狩
北
京
、
前
期
選
諸
廷
臣
屋
従
以
行
。
於
是
召
、
君

及
家
未
一
二
月
而
詔
起
、
君
至
、
賜
以
良
馬
、
恩
師
而
行
、
至
北

京
。
一
日
上
至
館
閣
、
召
秘
閣
諸
吉
士
、
訊
以
韓
柳
文
、
惟
君

背
諦
如
流
、
上
大
奇
之
、
賞
賛
而
罷
。
留
行
在
者
二
年
、
寛
以

疾
残
於
北
京
高
貿
坊
之
官
舎
。

こ
こ
に
見
え
る
よ
う
に
文
淵
閣
に
進
ん
だ
彰
汝
器
は
永
楽
五
年
に
翰

林
官
に
就
い
た
五
名
の
一
人
で
あ
り
、
引
用
し
た
の
は
そ
れ
以
降
の

経
歴
に
つ
い
て
の
叙
述
で
あ
る
。
永
一
楽
帝
の
最
初
の
北
京
巡
狩
は
永一

Amv 

楽
七
年
に
始
ま
り
、
そ
の
年
の
二
月
に
は
南
京
を
離
れ
て
い
る
。
こ

の
時
の
巡
幸
に
雇
従
し
た
者
は
二
十
九
人
中
の
一
部
に
過
ぎ
な
か
っ

た
よ
う
だ
純
、
そ
の
間
に
あ
っ
て
も
彰
汝
器
ら
庶
吉
士
た
ち
は
時
に

古
文
に
つ
い
て
の
知
識
を
試
問
さ
れ
て
い
た
事
実
が
、
史
料
中
の
掃

話
か
ら
看
取
さ
れ
る
。

こ
乙
で
注
目
し
た
い
の
は
、
彼
等
に
対
し
て
も
と
め
ら
れ
た
の
が
、

韓
柳
文
の
「
背
謂
」
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
韓
愈

《臼】

や
柳
宗
元
の
文
章
を
藷
ん
じ
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
よ
ど

み
無
く
こ
な
し
得
た
の
で
彰
汝
器
は
賞
さ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

文
淵
閥
で
進
学
し
て
い
た
者
に
対
す
る
帝
の
試
問
が
、
書
籍
の
内
容

に
つ
い
て
の
記
憶
の
程
度
を
は
か
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
例
は

(臼〕

他
史
料
か
ら
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
彼
等
に
求
め
ら

れ
て
い
た
文
学
の
瓶
養
と
は
、
古
の
文
章
家
の
文
体
を
広
く
暗
記
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
前
章
で
論
じ
た
、
文
書
作
成
に
与
か
る

人
材
の
資
質
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
教
習
を
経
験
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
彼
等
は
大

典
以
後
の
編
纂
事
業
に
も
動
員
さ
れ
続
け
た
の
で
あ
る
う
。
こ
こ
に

紹
介
し
た
彰
汝
器
そ
の
人
は
、
引
用
部
分
に
見
え
る
よ
う
に
、
早
く

に
世
を
去
る
た
め
、
後
の
三
大
全
編
纂
な
ど
に
加
わ
る
こ
と
は
な



か
っ
た
。
た
だ
、
先
述
の
余
事
撃
に
つ
い
て
、
『
抑
奄
文
後
集
』
巻
三

十
一
ニ
「
侍
諮
余
公
墓
誌
銘
」
は
「
又
命
纂
修
五
経
・
四
書
・
性
理
大

全
、
一
時
執
筆
者
、
亦
以
公
矯
能
。
蓋
其
燭
理
明
存
心
公
、
故
議
論

正
而
取
舎
定
。
」
と
伝
え
、
文
淵
閣
教
習
を
経
た
者
が
、
そ
の
編
纂
過

程
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
一
大
全

-M) 

は
過
去
の
思
想
家
の
諸
説
を
整
理
・
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
余

準
型
は
そ
の
取
捨
選
択
の
決
定
に
寄
与
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な

作
業
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
か
つ
て
文
淵
閣
で
大
量
の
典
籍
を
読
破
し
、
古

文
の
記
憶
に
つ
と
め
て
い
た
者
た
ち
が
有
用
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と

栂
は
想
像
に
難
く
な
い
。

高
と
こ
ろ
で
、
二
一
大
全
は
編
纂
完
了
後
、
両
京
の
国
子
監
及
び
全
国

酌
の
学
校
に
配
布
さ
れ
一
位
。
こ
の
よ
う
な
事
実
を
以
っ
て
、
二
一
大
全
編

宇併
纂
は
単
な
る
文
化
事
業
で
は
な
く
体
制
激
学
の
確
立
を
志
向
し
た
政

日
策
で
あ
っ
た
と
も
位
置
付
け
ら
れ
て
い
そ
そ
の
編
纂
の
中
心
に
、
文

也
淵
閣
で
進
学
し
た
者
た
ち
が
い
た
こ
と
は
上
述
の
如
く
で
あ
る
が
、

制
そ
も
そ
も
編
纂
事
業
を
利
用
し
た
知
識
人
の
政
権
へ
の
取
り
込
み

糊
は
、
洪
武
年
間
よ
り
そ
の
例
が
見
ら
師
、
召
集
さ
れ
た
名
儒
の
中
に

辻
は
洪
武
帝
の
顧
問
に
与
か
り
得
た
者
も
あ
っ
た
。
同
様
の
政
策
は
建

A

一】

痕
文
帝
の
治
世
に
あ
っ
て
も
継
承
さ
れ
て
い
た
が
、
か
か
る
人
材
は
永一

明
楽
以
前
で
は
召
募
乃
至
推
薦
に
よ
っ
て
抜
擢
さ
れ
て
い
た
。
し
た

7

が
っ
て
、
園
家
が
選
抜
を
行
っ
た
上
で
文
学
に
秀
で
た
臣
僚
を
養
成

7

し
、
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
人
材
を
以
降
の
文
教
政
策
推
進
の
際
に
も

任
用
し
て
い
く
と
い
う
様
相
を
見
せ
た
文
淵
閤
教
習
は
、
永
楽
政
権

に
よ
る
新
た
な
人
材
政
策
の
傾
向
を
一
部
す
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
え

る
。
た
だ
、
そ
こ
で
庶
吉
士
た
ち
に
要
求
さ
れ
て
い
た
文
学
と
は
あ

く
ま
で
古
文
の
一
幅
広
い
諸
記
で
あ
り
、
そ
れ
が
永
楽
庶
吉
士
制
の
実

相
で
あ
っ
た
。
か
か
る
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
永
楽
=
一
年
の
文
淵
悶
進

学
よ
り
整
備
さ
れ
た
庶
吉
士
教
習
を
、
一
概
に
当
初
よ
り
大
官
た
る

べ
き
素
養
を
有
す
る
人
材
を
育
成
す
る
た
め
の
施
策
で
あ
っ
た
、
と

は
見
な
し
難
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
文
淵
閣
教
習
の
実
相
に
つ
い
て
検
討
し
、
永
楽
の
庶
吉
士

制
が
如
何
な
る
人
材
の
確
保
を
期
し
て
始
動
し
て
い
っ
た
の
か
、
考

察
を
行
っ
た
。
永
楽
二
年
時
に
選
抜
さ
れ
て
い
た
多
数
の
庶
吉
士
の

う
ち
、
特
に
資
質
優
秀
で
あ
っ
た
者
が
三
年
正
月
の
文
淵
閣
入
り
を

果
た
し
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
の
教
習
は
、
時
を
同
じ
く
し
て
進
め
ら

れ
て
い
た
能
害
者
の
召
世
帯
・
教
習
と
と
も
に
、
文
書
作
製
に
秀
で
た

人
員
を
確
保
す
る
た
め
の
施
策
と
し
て
一
括
し
得
る
こ
と
は
第
二
章

で
明
ら
か
に
し
た
。
第
一
章
で
示
じ
た
よ
う
に
、
建
文
期
に
刷
出
棄
さ

れ
て
い
た
者
た
ち
の
復
活
が
行
わ
れ
る
中
に
あ
っ
て
、
永
楽
政
権
が

ま
ず
確
実
に
育
成
し
、
確
保
し
よ
う
と
し
た
人
材
と
は
、
重
要
文
書

の
処
理
に
与
か
り
得
る
実
務
要
員
で
あ
り
、
そ
れ
が
庶
吉
士
教
習
の



B

当
初
の
あ
り
様
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

7

第
三
章
で
は
、
永
楽
期
に
挙
行
さ
れ
た
編
纂
事
業
に
文
淵
閣
に
進

ん
だ
人
物
が
参
与
し
続
け
た
事
実
を
念
頭
に
、
彼
等
が
修
養
に
つ
と

め
て
い
た
文
学
の
内
実
に
つ
い
て
考
究
し
た
。
国
家
に
よ
っ
て
、
文

教
政
策
に
関
与
し
得
る
人
材
が
養
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
に
、

庶
吉
土
教
習
導
入
の
重
要
な
意
義
が
存
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
永
楽
政
権
が
当
初
庶
吉
士
た
ち
に
も
と
め
て
い
た
も
の
は
、

一
概
に
将
来
の
大
臣
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
資
質
で
あ
っ
た
と
は
見
な

し
難
く
、
か
か
る
事
実
は
当
該
制
度
運
営
の
実
態
を
考
え
る
上
で
留

意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
に
始
動
さ
れ
て
い
っ

た
庶
吉
士
制
が
、
や
が
て
閲
臣
供
給
の
母
体
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い

く
過
程
に
つ
い
て
は
、
永
楽
後
半
以
降
の
制
度
的
変
遷
を
改
め
て
考

察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

註
(
l
)

『
明
太
祖
貫
録
』
巻
百
七
十
二
洪
武
十
八
年
三
月
丙
子
条
。

(2)

明
代
閣
臣
の
入
閣
以
前
の
経
歴
に
就
い
て
は
、
張
治
安
「
閣
臣
出
身

経
歴
及
籍
貫
」
(
『
明
代
政
治
制
度
研
究
』
聯
絡
出
版
事
業
公
司
一

九
九
二
年
)
に
詳
し
い
。

(3)

林
樺
「
明
代
庶
吉
士
制
及
其
在
仕
進
制
度
中
的
地
位
」
(
『
貴
州
文
史

殻
刊
』
第
三
十
六
期
第
四
号
一
九
九
O
年
)
・
呉
仁
安
「
明
清
庶
吉

士
制
度
述
論
」
(
「
史
林
」
第
四
十
八
期
第
四
号
一
九
九
七
年
)
な
ど
。

(4)

山
本
隆
義
「
明
代
に
於
け
る
庶
吉
士
の
制
に
つ
い
て
」
(
『
香
川
大
学

学
芸
学
部
研
究
報
告
』
第
十
二
号
一
九
五
九
年

度
の
研
究
」
同
朋
舎
一
九
六
八
年
に
収
録
)
。

(5)

阪
倉
篤
秀
「
成
化
元
年
に
お
け
る
散
館
請
願
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史

研
究
』
四
六

l
=一
一
九
八
七
年
後
『
明
主
朝
中
央
統
治
機
構
の
研

究
』
汲
古
書
院
二

0
0
0年
に
収
録
)
。

(6)

関
文
発
・
顔
広
文
『
明
代
政
治
制
度
研
究
』
第
八
章
「
明
代
官
員

職
前
培
訓
制
度
」
(
中
国
社
会
科
学
出
版
社
一
九
九
五
年
三

(7)

楊
士
奇
『
東
旦
文
集
』
巻
十
七
「
前
朝
列
大
夫
交
配
布
政
司
右
参

議
解
公
基
碕
銘
」
な
ど
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
洪
武
二
十
一
年
の
進
士
で

あ
っ
た
解
鰭
が
中
書
庶
吉
土
に
選
抜
さ
れ
て
後
、
日
々
洪
武
帝
の
左

右
に
侍
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
得
る
。
と
こ
ろ
で
、
洪
武
十
八
年
の
進

士
で
あ
る
徐
旭
な
る
人
物
に
つ
い
て
、
梁
潜
『
泊
苓
集
』
巻
十
二

「
徐
孟
昭
停
」
に
、
「
年
三
十
一
、
登
洪
武
乙
丑
科
進
士
第
、
行
漸
江
道

監
察
御
史
。
入
居
同
組
科
庶
吉
士
、
日
記
事
侍
上
左
右
。
上
方
廊
意
天
下

進
士
、
毎
朝
翠
臣
退
、
調
進
士
留
被
顧
問
、
上
未
退
不
得
退
也
。
」
と

い
っ
た
記
載
が
見
え
、
彼
も
庶
吉
士
に
抱
さ
れ
て
か
ら
、
帝
の
左
右
に

近
侍
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
洪
武
年
間
の
庶
吉
士
は
、

帝
の
顧
問
役
と
し
て
選
抜
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

(8)

方
孝
謂
『
遜
志
爾
集
』
巻
十
四
「
送
王
文
岡
序
(
代
太
史
公
作
こ

上
既
立
太
皐
、
以
育
才
俊
士
、
六
七
年
間
、
奇
能
足
用
之
人
、
餅
興
錯

出
、
布
列
乎
内
外
局
政
、
戚
有
可
稿
。
己
而
慮
文
部
平
之
臣
未
多
見
也
。

乃
詔
丞
相
・
御
史
大
夫
探
弟
子
員
質
美
而
能
文
者
、
得
三
十
有
五
人
。

命
博
士
錦
奥
講
説
、
日
程
其
業
而
歳
上
其
功
。

(9)

『
明
太
宗
質
録
』
巻
二
十
八
永
楽
二
年
二
月
己
西
条
・
丁
酉
条
・
巻

二
十
九
三
月
乙
巳
条
。

後
『
中
国
政
治
制



(
叩
)
『
明
太
宗
質
録
」
巻
十
七
永
楽
元
年
二
月
己
巳
条
ロ

(
日
)
『
明
太
宗
質
録
」
巻
二
十
三
永
楽
元
年
九
月
辛
巴
条
。

(
ロ
)
『
明
太
宗
貫
録
』
巻
二
十
三
永
楽
元
年
九
月
壬
辰
条
。

(
日
)
『
明
太
宗
質
録
』
巻
二
十
四
永
楽
元
年
十
月
庚
成
条
。

(U)

『
明
太
宗
質
録
』
巻
二
十
九
永
一
楽
二
年
三
月
己
酉
条
・
巻
三
十
二

六
月
己
丑
条
。

(
日
)
賞
論
「
盤
機
歳
紗
」
巻
三
「
甲
申
庶
吉
士
」
は
、
永
繁
二
年
に
庶

吉
士
に
選
ば
れ
翰
林
院
に
入
っ
た
人
間
の
総
数
を
百
十
一
名
と
し
、

そ
の
姓
名
を
列
記
し
て
い
る
。
若
干
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
に

見
え
る
人
名
は
、
『
園
椎
』
の
各
傑
か
ら
確
認
で
き
る
庶
吉
士
の
名
と

)
一
致
す
る
。
な
お
、
「
讐
塊
歳
紗
』
は
、
こ
の
時
選
抜
さ
れ
た
庶
吉
士

隔
が
、
二
甲
出
身
者
と
三
甲
出
身
者
の
二
等
に
分
け
ら
れ
て
い
た
事
実

U

を
伝
え
る
。

揖
(
日
山
)
『
翰
林
記
』
巻
十
八
「
庶
吉
土
題
名
」
。

の
(
げ
)
『
翰
林
記
』
「
庶
吉
土
題
名
」
に
そ
の
名
が
見
え
る
羅
亨
信
に
つ
い
て

げ
は
、
「
授
庶
吉
士
、
工
科
観
政
。
是
夏
五
月
、
質
授
本
科
給
事
中
、
階

立
従
仕
郎
。
」
と
伝
え
る
史
料
が
存
し
(
羅
亨
信
『
党
非
集
」
巻
十
附

峨
録
「
通
議
大
夫
都
察
院
左
副
都
御
史
羅
公
年
譜
」
)
、
六
科
で
観
政
し
て

度
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

卦
(
国
)
王
英
「
王
文
安
公
文
集
』
巻
四
「
故
吏
部
文
選
主
事
劉
公
士
哲
墓

清

銘

」

。

何
登
永
柴
甲
申
進
土
第
、
以
選
局
庶
吉
士
、
賜
還
郷
績
皐
。
尋
召
至
京
、

明
朝
廷
方
倫
永
祭
大
典
、
停
馳
侍
蹄
取
呉
文
正
公
園
経
纂
言
、
以
備
編

築
。
既
至
、
授
山
西
脇
扮
知
勝
。

右
は
第
三
甲
第
百
九
十
六
名
、
江
西
崇
仁
出
身
の
劉
溶
な
る
人
物
の
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基
銘
で
あ
る
。

(
叩
)
前
註
参
照
。
な
お
、
劉
溶
の
場
合
配
属
さ
れ
た
街
門
は
不
明
だ
が
、

本
文
中
に
引
用
し
た
『
胡
文
穆
集
』
「
贈
進
士
曽
生
還
郷
序
」
の
後
文

に
も
、
「
恨
始
視
事
兵
部
、
甫
三
月
復
入
翰
林
読
書
、
例
賜
還
家
」
と

見
え
、
翰
林
院
に
入
っ
た
庶
吉
士
の
中
に
も
帰
郷
さ
せ
ら
れ
た
者
が

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、
一
部
の
庶
吉
士
は
早
期
に
給
事
中

に
擢
さ
れ
て
い
る
が
(
『
明
太
宗
貫
録
』
巻
三
十
一
永
楽
二
年
五
月

己
未
条
・
丙
寅
条
)
、
彼
等
は
羅
亨
信
向
様
六
科
で
観
政
し
て
い
た
者

た
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
う
。

(
初
)
周
枕
に
つ
い
て
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
一
盲
研
究
所
刊
行
「
明
太
宗
一
賓

録
』
で
は
、
「
進
士
周
悦
」
と
な
っ
て
お
り
、
「
鹿
本
・
抱
本
、
進
士
作

庶
吉
士
。
」
と
校
勘
が
為
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
『
園
権
』
永
楽
二
年
三

月
丁
未
条
を
見
る
と
、
文
淵
閣
進
学
以
前
に
彼
が
翰
林
院
庶
吉
士
に

避
は
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
幻
)
徐
有
貞
『
武
功
集
』
巻
三
「
送
伊
吉
士
序
」
・
伺
謙
巻
二
十
二
『
侃

文
信
集
』
「
松
岡
先
生
文
集
叙
」
な
ど
。

(
幻
)
こ
の
事
実
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
現
段
階
で
は
明
確
に
し
難
い
。

た
だ
、
江
西
吉
水
出
身
で
あ
る
羅
汝
敬
が
庶
吉
士
に
選
抜
さ
れ
る
ま

で
の
経
緯
に
つ
い
て
、
解
鰭
は
「
及
永
築
甲
申
、
予
知
趨
部
買
、
得
汝

敬
之
文
而
進
之
。
蒙
上
恩
寵
、
摺
入
翰
林
在
二
十
八
人
之
列
。
則
養
蒙

君
之
令
子
也
。
」
(
『
文
毅
集
』
巻
八
「
送
養
蒙
羅
先
生
蹄
底
陵
序
」
)
と

述
べ
る
。
解
縛
は
士
口
水
出
身
で
あ
り
、
羅
汝
敬
の
父
、
養
蒙
君
と
は
交

流
が
あ
っ
た
。
進
学
者
の
選
抜
に
お
い
て
は
、
解
鱈
な
ど
の
意
向
が
は

た
ら
い
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

(
お
)
『
翰
林
記
』
巻
十
八
「
庶
吉
士
題
名
」
は
侃
維
哲
に
つ
い
て
「
福
建



80 

青
江
人
」
と
註
を
付
す
が
、
『
明
清
進
士
題
名
碑
録
索
引
』
に
は
同
地

出
身
の
二
年
科
進
士
と
し
て
侃
惟
普
と
い
う
名
が
見
え
る
。
そ
こ
で
、

『
大
明
一
統
志
」
巻
七
十
五
「
泉
州
府
人
物
」
に
あ
た
る
と
、
晋
江

県
出
身
か
つ
庶
吉
土
に
選
ば
れ
た
人
物
は
、
倒
維
哲
と
な
っ
て
お
り
、

こ
こ
で
は
侃
維
哲
に
従
う
。

(M)

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
刊
行
『
明
太
宗
質
録
」
は
、
「
底
本
・

抱
本
天
作
添
ロ
按
進
士
題
名
神
録
、
哀
添
蔽
係
永
柴
甲
申
進
士
。
」
と

校
勘
し
て
お
り
、
『
翰
林
記
』
に
も
哀
添
臓
と
見
え
る
の
で
、
そ
れ
に

従
う
。
た
だ
し
、
天
一
閣
蔵
明
代
方
志
選
刊
『
嘉
靖
衡
州
府
志
』
巻
五

「
選
血
中
」
に
は
裳
天
職
と
記
さ
れ
て
お
り
、
断
定
は
し
難
い
。

(
お
)
『
明
太
宗
質
録
』
巻
五
十
九
永
楽
四
年
九
月
壬
辰
条
に
よ
れ
ば
、

こ
の
時
ま
で
に
庶
吉
土
の
う
ち
主
訓
・
湯
流
・
柴
康
敬
の
三
人
が
病
卒

し
て
い
る
。

(
町
四
)
周
叙
『
石
渓
周
先
生
文
集
』
巻
六
「
彰
修
課
先
生
詩
集
序
」
・
貌
牒

『
南
粛
先
生
貌
文
靖
公
摘
稿
」
巻
五
「
陳
祭
酒
文
集
序
」
・
李
時
勉

『
古
廉
文
集
』
巻
十
二
附
録
「
李
怒
時
勉
行
状
」
な
ど
。

(
幻
)
朱
普
『
朱
一
一
冊
先
生
文
集
』
巻
凹
「
送
翰
林
典
籍
羅
原
室
蹄
郷
侍

養
序
」
。

先
是
、
内
府
翠
書
秘
書
監
賀
典
之
。
九
年
冬
、
始
命
移
置
翰
林
内
直
之

署
、
質
在
奉
天
門
之
左
。
凡
局
書
数
寓
巻
、
典
守
者
欲
速
、
惟
以
名
件

数
日
相
授
受
、
至
於
簡
編
散
剤
剛
、
前
後
失
次
、
不
暇
姐
也
。
三
君
既
供
、

或
慨
然
以
局
己
任
、
日
相
輿
比
次
而
盤
絹
之
。
於
是
経
・
史
・
子
・
集

直
分
棄
列
、
燦
然
可
賭
院
。

(
川
崎
)
陳
敬
宗
『
滑
然
先
生
文
集
』
巻
六
「
政
燕
集
圃
記
後
」
。

(
m
U
)

『
明
太
宗
貫
録
』
巻
七
十
三
永
楽
五
年
十
一
月
辛
亥
条
。

(
初
)
南
京
に
あ
っ
て
は
、
庶
士
口
土
教
習
が
行
わ
れ
て
い
た
文
淵
閣
と
、
閣

臣
が
入
直
し
て
い
た
内
閣
と
は
別
個
の
建
物
で
あ
っ
た
。
『
東
旦
縦

集
』
巻
四
十
四
「
御
書
悶
煩
」
に
は
「
初
建
内
閣
於
奉
天
門
内
、
簡

任
翰
林
之
国
七
人
」
と
あ
る
が
、
劉
三
吾
『
坦
鷲
劉
先
生
文
集
』
巻
下

コ
戸
部
度
支
員
外
郎
許
公
克
謙
基
碕
銘
」
に
は
「
予
日
所
直
文
淵
閣
正

郷
戸
曹
」
と
見
え
る
。

(
出
)
『
東
里
文
集
』
巻
二
十
「
太
子
少
保
鵡
部
尚
書
兼
武
英
殿
大
率
土

脳
集
蔽
大
夫
少
保
誼
文
靖
金
公
墓
誌
銘
」
。

太
宗
皇
帝
初
臨
御
、
注
意
文
皐
士
、
改
翰
林
検
討
。
居
無
幾
、
簡
翰
林

之
臣
七
人
慮
之
内
閣
、
付
以
密
務
、
市
南
制
悉
蹄
駕
。

(
ロ
)
『
束
里
繍
集
」
巻
三
十
七
「
宣
郎
中
墓
誌
銘
」
。

宣
彦
初
、
韓
嗣
宗
、
蘇
之
嘉
定
人
。
永
繁
三
年
、
詔
郡
勝
準
楢
書
士
、

蘇
翠
彦
初
。
既
室
、
奉
命
従
中
審
舎
人
書
諾
勅
。
無
幾
、
簡
従
事
翰
林
、

諸
皐
士
皆
重
之
。

(
お
)
『
東
皇
文
集
』
巻
三
十
七
「
故
奉
議
大
夫
砲
部
儀
制
郎
中
廊
君
墓

誌
銘
」
・
『
抑
議
文
後
集
』
巻
九
「
贈
解
禎
期
詩
序
」
・
同
書
巻
十
五

「
送
許
舎
人
序
」
・
同
書
巻
十
一
「
贈
蒋
郎
中
致
仕
序
」
・
『
胡
文
穆

集
』
巻
十
四
「
中
書
舎
人
王
孟
端
墓
表
」
。

(
泊
)
金
幼
孜
『
金
文
靖
集
」
巻
七
「
送
劉
長
謙
赴
康
東
参
議
詩
序
」
は
、

永
楽
期
に
中
書
舎
人
に
擁
さ
れ
た
劉
長
謙
の
執
務
の
様
子
に
つ
い

て
、
「
毎
諮
詞
既
下
、
必
謹
率
向
寮
相
輿
参
稽
鋭
校
、
然
後
正
襟
端
席
、

而
精
書
之
。
」
と
記
し
、
制
詩
が
中
書
舎
人
の
も
と
で
校
訂
を
経
て
清

書
さ
れ
て
い
た
様
相
を
伝
え
る
。
能
書
者
た
ち
は
、
当
初
こ
の
よ
う
な

清
書
作
業
に
関
与
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
明
代
に
お
け
る
内
制
・
外
制
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
『
翰
林
記
』
巻
十



一
「
知
制
諾
」
に
詳
し
い
。

(
お
)
『
明
太
宗
質
録
』
巻
百
二
十
六
永
楽
十
年
三
月
丁
未
条
・
戊
申
条
。

な
お
、
『
抑
奄
文
後
集
」
巻
十
一
「
贈
蒋
郎
中
致
仕
序
」
に
は
、
「
庭

師
自
中
書
舎
人
三
選
至
理
部
郎
中
兼
翰
林
侍
書
、
食
正
四
品
職
、
然
専

執
筆
在
翰
林
」
と
あ
り
、
こ
の
時
中
書
舎
人
に
任
じ
ら
れ
た
者
の
中
に

は
以
後
も
長
ら
く
制
勅
の
作
成
に
従
事
し
続
け
る
者
も
い
た
。

(
幻
)
『
東
皇
文
集
』
巻
十
四
「
態
事
府
少
篇
事
兼
翰
林
侍
讃
皐
士
贈
嘉

議
大
夫
躍
部
左
侍
郎
曽
公
墓
碑
銘
」
。

上
時
召
試
、
子
啓
迅
筆
千
百
言
立
就
、
不
費
思
索
、
而
理
致
文
采
皆
到
。

其
苦
心
思
索
者
有
不
能
及
。
上
屡
奉
筆
書
隠
僻
事
、
以
験
所
皐
、
擁
不

)
悉
針
。
以
是
深
見
奨
霊
、
遂
名
問
天
下
。

満
(
犯
)
主
紋
『
王
舎
人
詩
集
』
附
録
「
故
中
書
舎
人
孟
端
王
公
行
状
」
。

G

永
柴
初
、
聖
天
子
務
隆
養
賢
之
道
、
詔
求
天
下
文
章
之
土
泊
善
書
者
各

日
間
二
十
八
人
、
登
文
淵
閥
、
以
被
選
。

一
の
(
犯
)
『
胡
文
穆
集
』
巻
十
四
「
中
書
舎
人
王
孟
端
墓
表
」
。

日
聖
天
子
即
位
之
初
、
詔
華
著
者
、
侍
従
之
巨
首
以
孟
端
局
薦
、
命
習

立
書
中
秘
。
集
天
下
能
書
者
十
鈴
人
、
日
臨
法
帖
、
必
求
歪
古
人
乃
己
。

峨

(ω)
罪
直
『
審
掛
川
淵
綴
録
」
巻
一
「
翰
林
故
事
」
に
は
、
「
永
柴
初
、
選

峨
翰
林
文
年
之
臣
六
七
人
、
直
文
淵
閣
、
参
典
機
務
、
詔
卸
制
諾
皆
厨
之
、

封
而
騰
副
純
正
、
則
中
書
分
直
更
入
、
事
竣
航
出
。
」
と
見
え
る
。
蒋
庫

浩
が
関
与
し
た
の
も
、
制
諮
な
ど
の
謄
写
・
校
正
と
い
っ
た
作
業
だ
っ
た

仰
と
考
え
ら
れ
る
。

明

(
H
U
)

「
明
太
宗
質
録
』
巻
二
十
一

(
位
)
『
明
太
宗
質
録
』
巻
三
十
六

(
必
)
『
明
太
宗
寅
録
』
巻
七
十
三
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永
楽
元
年
七
月
丙
子
条
。

永
楽
二
年
十
一
月
丁
巳
条
。

永
楽
五
年
十
一
月
乙
丑
条
。

(
叫
)
大
典
編
纂
に
参
与
し
た
人
物
に
つ
い
て
は
、
郭
伯
恭
『
永
祭
大
典

考
』
(
商
務
印
書
館
一
九
三
八
年
後
、
張
昇
編
『
永
柴
大
典
研
究

資
料
輯
刊
』
北
京
図
書
館
出
版
社
二

O
O五
年
に
収
録
)
、
及
び
王

重
民
「
永
築
大
典
纂
修
人
考
」
(
「
文
史
」
第
四
輯
一
九
六
三
年
)
・

朱
鴻
林
「
永
祭
大
典
纂
修
人
考
補
」
(
『
故
宮
製
術
季
刊
』
第
五
巻
第
二

巻
一
九
八
八
年
)
に
詳
し
い
。

(
必
)
周
熔
賓
『
膏
京
詞
林
志
』
巻
三
「
庶
吉
士
」
。

(
必
)
前
註
(
叫
)
に
提
示
し
た
郭
氏
ら
の
論
考
中
に
、
か
か
る
事
実
を
確

認
し
得
る
史
料
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

(
灯
)
『
東
皇
文
集
』
巻
十
四
「
曽
公
墓
碑
銘
」
・
『
抑
苓
文
後
集
」
巻
三
十

三
「
侍
講
余
公
墓
誌
銘
」
。

(
川
崎
)
註
(
位
)
参
照
。

(
刊
)
「
明
宜
宗
質
録
』
巻
五
十
九
宣
徳
四
年
十
月
戊
寅
条
・
『
文
敏
集
』

巻
十
二
「
繭
門
別
意
図
序
」
・
『
抑
苓
文
後
集
』
巻
二
十
四
「
参
政

孫
公
神
道
碑
」
・
巻
二
十
五
「
主
事
欧
陽
君
墓
表
」
・
同
巻
「
知
聯

倹
公
墓
表
」
・
巻
三
十
四
「
陳
参
政
侍
」
な
ど
。

(
印
)
前
註
(
m
U
)

参
照
。

(
臼
)
『
明
太
宗
質
録
」
巻
百
六
十
八
永
楽
十
三
年
九
月
戊
申
条
。

(
臼
)
『
明
太
宗
貫
録
」
巻
百
二
十
一
永
楽
九
年
十
一
月
丙
子
条
。

(
臼
)
『
明
太
宗
質
録
』
巻
百
二
十
三
永
楽
九
年
間
十
二
月
己
未
条
。

(M)

『
明
太
宗
質
録
」
巻
百
二
十
六
永
楽
十
年
三
月
突
巳
条
。

(
日
)
『
明
太
宗
寅
録
』
巻
百
二
十
七
永
楽
十
年
四
月
辛
巳
条
。

(
白
川
)
永
融
市
四
年
科
の
庶
吉
士
で
あ
る
孫
姐
に
つ
い
て
、
主
洪
『
毅
驚
集
』

巻
八
「
躍
部
員
外
郎
孫
君
墓
誌
銘
」
は
、
「
由
是
選
任
翰
林
庶
吉
士
、

不
敏
月
用
聴
者
超
擢
趨
部
精
膳
員
外
郎
。
」
と
伝
え
る
。
推
薦
を
蒙
っ



て
い
る
と
は
言
え
、
後
進
に
は
、
刑
部
主
事
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
二
年
科
庶
吉
土
よ
り
も
、
早
期
に
初
任
を
果
た
す
者
が
い
た
。

(
貯
)
「
明
太
宗
質
録
』
巻
二
百
永
楽
十
六
年
五
月
辛
未
条
。

(
四
四
)
永
楽
十
六
年
に
、
「
天
下
郡
豚
志
書
』
の
築
修
が
命
じ
ら
れ
、
各
郡

県
か
ら
志
書
が
採
集
さ
れ
る
(
『
明
太
宗
賓
録
』
巻
二
百
一
永
楽
十

六
年
六
月
乙
酉
条
)
。
「
北
京
志
書
』
は
、
そ
の
う
ち
北
京
地
方
の
士
山
替

を
ま
と
め
た
部
分
で
あ
ろ
う
。

(
印
)
『
明
太
宗
質
録
』
巻
百
五
十
八
永
楽
十
二
年
十
一
月
甲
寅
条
・
巻

百
六
十
八
十
三
年
九
月
己
酋
条
。

(ω)
『
明
太
宗
質
録
』
巻
八
十
八
永
楽
七
年
二
月
壬
午
条
。

(
引
)
文
淵
閣
に
進
ん
だ
者
の
う
ち
、
史
料
上
確
認
し
得
る
永
楽
七
年
時

の
北
京
巡
狩
に
従
っ
た
者
は
、
す
で
に
任
官
し
て
い
た
者
も
含
め
て
、

曽
柴
(
『
東
皐
文
集
』
巻
十
四
「
曽
公
墓
誌
銘
」
)
・
周
述
(
『
園
朝
献
徴

録
』
巻
十
九
「
左
庶
子
周
公
述
侍
」
)
・
彰
汝
器
・
王
英
(
「
南
務
先
生

貌
文
靖
公
摘
稿
』
巻
三
「
故
王
公
墓
誌
銘
」
)
・
羅
汝
敬
(
「
王
文
安
公

文
集
』
巻
五
「
故
遇
議
大
夫
工
部
右
侍
郎
羅
公
墓
碑
銘
」
)
・
李
時
勉

(
『
古
廉
文
集
』
巻
十
二
附
録
「
行
状
」
)
ら
で
あ
る
。

(
臼
)
黄
佐
『
南
鹿
志
』
巻
九
「
諜
訓
考
」
上
篇
「
皐
規
本
末
」
に
収
録

さ
れ
て
い
る
、
洪
武
三
十
年
に
制
定
さ
れ
た
因
子
監
の
学
規
に
は
、

「
一
、
三
日
一
次
背
番
、
毎
次
須
讃
大
譜
一
百
字
・
本
経
一
百
字
・
四

書
一
百
字
、
不
但
熟
記
文
詞
、
務
要
通
暁
義
理
。
若
背
調
講
解
、
全
不

適
者
、
痛
決
十
下
。
」
と
あ
る
。
「
背
諦
」
と
は
、
学
習
し
た
書
籍
の
内

容
に
つ
い
て
暗
唱
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

(
出
)
註
(
釘
)
参
照
。

(
似
)
林
慶
彰
「
《
五
経
大
全
V

之
修
築
及
其
相
関
問
題
探
究
」
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(
『
中
国
文

首
研
究
集
刊
』
創
刊
号
一
九
九
一
年
)
。

(
日
)
『
明
太
宗
質
録
』
巻
百
八
十
六
永
楽
十
五
年
三
月
乙
未
条
。

(
山
山
)
毛
侃
埼
・
李
煉
然
『
明
成
祖
史
論
』
思
想
編
「
一
，
儒
道
論
」
(
文

津
出
版
社
一
九
九
四
年
)
。

(m
山
)
安
昌
隆
『
手
前
寄
先
生
遺
稿
』
巻
六
「
資
者
先
生
行
状
」
。

(
洪
武
)
甲
戊
之
歳
、
天
子
倣
石
渠
故
事
、
召
天
下
名
儒
二
十
有
二
人
、

考
校
経
書
。
先
生
質
輿
其
列
、
留
翰
林
。
凡
南
関
月
、
鹿
承
願
問
、
恩

過
甚
隆
。

な
お
、
賛
奄
先
生
と
は
、
江
西
泰
和
の
滞
尚
な
る
人
物
で
、
洪
武
五
年

に
郷
試
を
と
お
り
、
会
試
を
免
ぜ
ら
れ
給
事
中
を
授
け
ら
れ
る
も
、
官

を
辞
し
て
帰
郷
し
た
、
と
い
う
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
る
。

(
侃
)
『
遜
志
野
集
』
巻
二
十
二
「
侍
読
唐
君
墓
誌
銘
」
。

倉
天
子
即
位
之
三
戦
、
詔
翰
林
侍
従
之
臣
集
数
千
抑
制
経
史
中
事
局
書
、

以
考
治
乱
局
鑑
戒
。
命
準
優
遇
文
翠
士
、
孝
孫
興
二
三
儒
臣
首
以
君

薦
。
上
亦
雅
知
其
名
、
且
調
「
首
公
(
李
景
隆
)
之
容
必
賢
也
。
」
趣

召
至
殿
庭
、
即
奔
侍
讃
、
賜
以
冠
帯
、
停
輿
孝
孫
倶
領
倫
害
事
、
且
同

以
前
漢
書
進
認
。




